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第 1 章  総  則 

第 1節  一 般 事 項 

 

1．1．1  適 用 範 囲 

(1)  この仕様書は、公益財団法人神奈川県公園協会が発注する請負工事又は委託業務(以下「工

事等業務」という。)に適用する。 

(2)  工事等業務は、それぞれの種別に応じ、本仕様書の定める仕様に従い施行する。 

(3)  この仕様書に定めのない事項については、「(財)神奈川県公園協会―公園管理の手引き」に

よる。 

(4)  同一種別の仕様について本仕様書の定めと特記仕様書の定めが異なるときは、特記仕様書の

定める仕様に従い施行する。 

1．1．2  費 用 負 担 

(1) 材料、業務の検査及び検査の立会い並びに官公署等への届出手続に必要な費用は、受託者の

負担とする。 

1．1．3  法令等の遵守及び手続の代行 

(1) 業務施行にあたっては関係する法令、条例及び規則などを遵守し、作業の円滑な進ちょくを

計ること。又官公署等への必要な届出手続等はすみやかに処理しなければならない。 

(2) 業務施行に関して、関係官公署、付近住民、利用者と交渉を要するとき、又交渉を受けたと

きは、すみやかに担当者(監督員)と協議し、その決定に従い実施する。 

1．1．4  軽微な変更 

(1) 現地の状況などにより、作業位置あるいは方法を多少変更するなど、軽微な変更は担当者(監

督員)と協議の上施行する。 

1．1．5  関係書類の提出 

(1) 受託者は別に定める様式に基づき、担当者(監督員)が指示する期日までに関係書類を提出し

承認を受ける。 

1．1．6  疑義の解釈 

(1) この仕様書に定める事項について疑義を生じた場合の解釈及び本作業の細目については担

当者(監督員)の指示に従う。 

 

第 2 節  着    手 

 

1．2．1  作業の着手 

(1) 作業の着手は原則として、契約の日の翌日から起算して7日以内に行う。ただし、作業内容

により時期が指定されている場合は担当者(監督員)の指示に従う。 

1．2．2  作業の着手 

(1) 受託者は、契約締結後7日以内に作業工程表を添付した着手届を提出する。 
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第3節 工事等業務の適正化 

 

1．3．1  施 行 管 理 

(1) 受託者は作業工程表により適正な施行管理を行うものとする。 

(2) 現行の作業工程表に変更が生じ、その内容が重要な場合には、その都度変更した作業工程表 

を提出して担当者(監督員)の承認を受ける。 

(3) 受託者は、現地で作業した場合、作業内容、出面等を記載した作業日報(又は作業日誌)を提 

出する。 

(4) 特に施行時期の定められたもの及び施行時期を逸すると効果の期待できない作業について担 

当者(監督員)と事前に協議し、作業の進行をはかる。 

(5) 受託者は、工事等業務施行の都合上、休日又は夜間に作業を行う必要がある場合は、予め担 

当者(監督員)に承諾を得、必要があれば関係部署に手続きをする。 

       (6) 受託者は、工事等業務の施行にあたり周辺居住環境の維持保全とあわせて、園内に生息する

動植物等自然環境面の保全に十分配慮する。 

(7) 受託者は、工事等業務の中、周辺住民や利用者から苦情又は意見等があったときは、丁寧に 

対応し、直ちに担当者(監督者)に報告する。 

1．3．2 材 料 一 般 

(1) 作業用材料は、すべて担当者(監督員)の検査を受け、合格したもののみ使用し、検査に不合

格のものは、ただちに搬出する。 

1．3．3 支 給 材 料 

(1) 受託者は、支給材料を受け取った時は「支給材料受領書」の提出その他所定の手続きをとる。 

(2) 受託者は、支給材料を支給場所から現場に運搬し、適切な管理のもとに保管する。 

1．3．4 発 生 材 料  

(1) 発生材料は、数量を確認し「発生材報告書」に記入し、所定の手続きをとる。発生材の運搬 

処理については、処理方法が指定されているものを除き、担当者(監督員)の指示に従う。 

1．3．5 作業用機械器具等 

(1) 作業用の機械器具、道具類は、各作業に適するものを使用する。担当者(監督員)が不適当と 

認めた時は、取り替えを指示することがある。 

1．3．6 現場の安全管理 

(1) 作業の施行にあたっては、来園者等に危険のないように充分注意して行う。 

(2) 作業の施行にあたり、施設、樹木等を損傷しないよう十分注意して施行する。万一損傷した 

場合は受託者の負担で原型に復する。 

(3) 受託者は、人身事故、災害又は第三者に損害を与える事故等が発生した場合は、応急処置を 

講ずるとともに事故発生の原因、経過及び事故による被害の内容等について、遅延なく担当者 

(監督員)に報告する。 

(4) 受託者は、工事等業務現場に関係者以外の者の立入りを禁止する必要がある場合は板囲い、 

ロープなどにより立入り禁止の表示をする。 

1．3．7 実施記録写真 

(1) 受託者は担当者(監督員)より実施記録写真の撮影を指示された時は、作業ごとに、施行状 
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況写真を撮影、整理し、担当者(監督員)の確認を受ける。 

   なお、写真はカラーとし、作業の実施前、実施後の状態をそれぞれ同じ位置、同じ方向から 

撮影する。 

1．3．8 作業の確認 

(1) 受託者は、作業の確認を要する時点において、担当者(監督員)の作業実施確認を受ける。 

(2) 日々の作業が完了し確認が必要なトイレ清掃や警備業務等にあっては作業日報(又は作業日 

誌)及び現地において担当者の確認を受ける。 

 

第 4節  完   了 

 

1．4．1 後 片 づ け 

(1) 受託者は作業の完了に先立ち、すみやかに不要材料を整理処分する。 

1．4．2 作業の完了 

(1) 受託者は作業の完了後すみやかに書類を点検整備し、所定の手続きをとる。 

 

第 5 節   検       査 

 

1．5．1 検査の種別 

(1) 完成検査は、工事等業務が完成したときに行う。 

(2) 出来形検査は、工事等業務の既成部分について部分払いをするために行う。 

1．5．2 検査の実施 

(1)  受託者は、完成検査、出来形検査にあたっては現場責任者又は現場代理人を立ち合わせる。 

(2)  受託者は、検査のため必要な資料の提出、測量、その他の処置について検査員及び担当者(監

督員)の指示に従う。 
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第 2章  園 地 管 理 

第 1節  一 般 事 項 

 

2．1．1 植物への配慮 

(1) 作業にあたっては、対象植物の特性、活力及び環境条件などを勘案し、生きものとしての植

物に対する細心の注意と愛情をもって作業を行い、その目的を達するように努める。 

2．1．2 施 行 時 期 

(1) 各作業は天候、育成状態を考慮し、最大の効果が期待できるよう、担当者(監督員)と協議の

うえ進める。 

2．1．3 材 料 の 管 理  

(1) 搬入した材料は、損傷枯損することのないよう適切なる措置を講ずる。 

 

 

第 6節  清 掃・草 刈 

 

2．6．3 草 刈 

(1) 樹木、株物、柵等を損傷しないよう注意し刈りむらのないよう均一に刈り込む。なお、刈り

高は担当者(監督員)と協議する。 

(2) 樹木、株物、柵等の周辺も刈り残しのないよう仕上げる。又それらにからんでいる、つる性

雑草もきれいに除去する。 

(3) 草刈りは毎日指定箇所に集積し、まとめて処理すると共に、刈り跡はきれいに清掃する。 

 

 

 

 

 

 


